
令和７年２月２６日　開会

付議事件 事　　件　　名 議決結果 要　　　　　　　旨

選第１号 当選

議案第1号 原案可決

議案第2号 原案可決

　　　

議案第3号 原案可決

　　　

議案第4号 原案可決

　　　

議案第5号 原案可決

議案第6号 原案可決令和7年度御坊日高老人福祉施
設事務組合特別養護老人ホー
ム事業特別会計予算について

令和7年度特別会計当初予算
　歳入歳出予算総額　1,527,759千円
（前年度比　195,437千円の増）
　主な事業
・ナースコール設備更新工事(特養3施設)
　　　　　　                118,319千円
・介護ロボット(センサー付ベッド)導入事業
　(特養3施設)                58,069千円

御坊日高老人福祉施設事務組
合議会副議長の選挙について

日高町議会議員　宮本雅文様が当選される

令和6年度御坊日高老人福祉施
設事務組合特別養護老人ホー
ム事業特別会計補正予算（第4
号）について

令和7年2月26日提出
　補正前の額　 1,343,643千円
　補正額          16,715千円
　補正後の額　 1,360,358千円
・歳入では一般会計繰入金を追加、歳出では
給与条例改正に伴い人件費の追加を行うもの

令和７年第１回御坊日高老人福祉施設事務組合定例会議決結果

令和7年度御坊日高老人福祉施
設事務組合一般会計予算につ
いて

国の人事院勧告に準じ、給料表について増額
改定を行い、扶養手当については配偶者に対
する手当を月額6,500円から支給しないことと
し、子に対する手当を月額10,000円から月額
13,000円とする。又、期末手当及び勤勉手当
をそれぞれ年間0.025ヵ月分引き上げる

御坊日高老人福祉施設事務組
合刑法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例の制定につい
て

刑法の改正により、懲役及び禁錮の刑罰が廃
止され拘禁刑に一本化されることとなったた
め、条例中における語句について改めるもの

令和7年度一般会計当初予算
　歳入歳出予算総額　542,142千円
（前年度比 58,697千円の増)
　主な事業
・食器洗浄機更新修繕(養護)     6,380千円
・エレベーター改修工事(養護)  19,580千円

職員の給与等に関する条例等
の一部を改正する条例につい
て

令和6年度御坊日高老人福祉施
設事務組合一般会計補正予算
（第4号）について

令和7年2月26日提出
　補正前の額　 495,810千円
　補正額        21,330千円
　補正後の額　 517,140千円
・歳入では財政調整基金繰入金を追加、歳出
では給与条例改正に伴い人件費の追加を行う
もの


